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第一部【証券情報】
 

第１【募集要項】
 

１【新規発行新株予約権付社債（短期社債を除く。）】

　本新株予約権付社債（以下「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新

株予約権」という。）の募集については、発行価額（各社債の金額100円につき金100円）にて引受人は買取引受けを行

い、当該発行価額と異なる価額（発行価格、各社債の金額100円につき金102.5円）で一般募集を行います。引受人は払込

期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金とします。当社は引

受人に対して引受手数料を支払いません。

銘柄 丸全昭和運輸株式会社130％コールオプション条項付第５回無担保転換社債型新株予約権付

社債（期中償還請求権及び転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付）

記名・無記名の別 －

券面総額又は振替社

債の総額（円）

金5,000,000,000円

各社債の金額（円） 金1,000,000円

発行価額の総額

（円）

金5,000,000,000円

発行価格（円） 各社債の金額100円につき金102.5円（注）１

発行価額（円） 各社債の金額100円につき金100円（注）２

ただし、本新株予約権を引き受ける者は、本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しない

ものとする。

利率（％） 本社債には利息を付さない。

利払日 該当事項なし

利息支払の方法 該当事項なし

償還期限 平成31年３月29日（金）

償還の方法 １　償還金額

 各社債の金額100円につき金100円

ただし、期中償還請求（本欄第２項第(3)号①に定義する。以下同じ。）による償還の

場合は本欄第２項第(3)号に定める金額により、繰上償還する場合は本欄第２項第(4)号

乃至第(6)号に定める金額による。

 ２　償還の方法及び期限

 (1）本社債は、平成31年３月29日にその総額を償還する。ただし、本社債の期中償還請求

による償還の場合は本項第(3)号に、繰上償還に関しては、本項第(4)号乃至第(6)号

に定めるところによる。

 (2）本社債を償還すべき日（本項第(3)号乃至第(6)号の規定により本社債を繰上償還する

日を含み、以下「償還期日」という。）が銀行休業日にあたるときは、その支払は前

銀行営業日にこれを繰り上げる。

 (3）期中償還請求による償還

 ①　期中償還請求権

 本社債権者は、平成29年１月20日から平成29年２月２日までの間（以下「期中償

還請求期間」という。）に本社債の償還を請求（以下「期中償還請求」とい

う。）することができる。この場合、当社は、期中償還請求のあった本社債全額

につき平成29年３月２日に各社債の金額100円につき金100円で償還するものとす

る。ただし、当社が本項第(4)号乃至第(6)号の規定により平成29年１月19日以前

に償還に必要な事項について公告を行ったときは、期中償還請求権は消滅するも

のとする。
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 ②　期中償還請求の方法

 期中償還請求しようとする本社債権者は、期中償還請求期間に本新株予約権付社

債の振替を行うための口座の開設を受けた振替機関または口座管理機関（以下

「直近上位機関」という。）を通じて支払代理人（別記「（注）19　発行代理人

及び支払代理人」に定める。以下同じ。）に期中償還請求を行う旨を通知する。

支払代理人に対し期中償還請求に要する事項を通知した者は、その後これを撤回

することはできない。

 ③　期中償還請求の効力

 本社債の期中償還請求の効力は、期中償還請求に要する事項の通知が支払代理人

に到着した日に発生する。

 (4）組織再編行為による繰上償還

 ①　組織再編行為（本号⑤に定義する。）が当社の株主総会で承認された場合（株主

総会の承認が不要な場合は取締役会で承認した場合または会社法に従いその他の

機関が決定した場合）において、当社が、かかる承認の日（以下「組織再編行為

承認日」という。）までに、社債管理者に対し、承継会社等（本号⑥に定義す

る。）が理由の如何を問わず当該組織再編行為の効力発生日において日本の金融

商品取引所における上場会社であることを、当社としては想定していない旨を記

載し、当社の代表者の記名捺印した書面を交付した場合には、当社は、償還日

（当該組織再編行為の効力発生日またはそれ以前の日とする。ただし、当該組織

再編行為の効力発生日が組織再編行為承認日から30日以内に到来する場合には、

本①に定める公告を行った日から30日目以降の日とする。）の30日前までに必要

事項を公告したうえで、残存する本社債の全部（一部は不可）を、本号②乃至④

に従って決定される償還金額（以下「組織再編行為償還金額」という。）で繰上

償還する。

 ②　組織再編行為償還金額は、参照パリティ（本号③に定義する。）及び償還日に応

じて本②の表（本社債の各社債の金額に対する割合（百分率）として表示す

る。）に従って決定される。

 組織再編行為償還金額（％）

 

 

 

償還日
参照パリティ

60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

平成26年３月４日 98.79 100.65 103.37 107.03 111.68 117.32 123.98 131.64 140.26 150.00

平成27年３月31日 99.29 100.88 103.38 106.88 111.44 117.06 123.75 131.48 140.25 150.00

平成28年３月31日 99.62 100.82 103.01 106.33 110.82 116.47 123.27 131.16 140.12 150.00

平成29年３月２日 100.00 100.00 102.09 105.37 109.87 115.61 122.55 130.66 140.00 150.00

平成29年３月３日 98.70 99.92 102.09 105.37 109.87 115.61 122.55 130.66 140.00 150.00

平成30年３月31日 99.11 99.69 101.14 103.88 108.16 114.04 121.43 130.17 140.00 150.00

平成31年３月28日 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 110.00 120.00 130.00 140.00 150.00

　
 （注）　上記表中の数値は、平成26年２月７日（金）現在における見込みの数値であり、平

成26年２月25日（火）から平成26年２月27日（木）までの間のいずれかの日（以下

「転換価額等決定日」という。）に、当該転換価額等決定日における金利、当社普

通株式の株価、ボラティリティ及びその他の市場動向を勘案した当該償還時点にお

ける本社債の価値を反映する金額となるような数値に決定される。
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 ③　「参照パリティ」は、（イ）当該組織再編行為に関して当社普通株式の株主に支

払われる対価が金銭のみである場合には、当社普通株式１株につき支払われる当

該金銭の額を当該組織再編行為承認日時点で有効な転換価額（別記「新株予約権

の行使時の払込金額」欄第１項第(3)号に定義する。）で除して得られた値（小

数第５位まで算出し、小数第５位を四捨五入し、これを百分率で表示する。）と

し、（ロ）上記(イ)以外の場合には、会社法に基づき当社の取締役会その他の機

関において決議または決定された当該組織再編行為の条件（当該組織再編行為に

関して支払われもしくは交付される対価を含む。）が公表された日の直後の取引

日に始まる５連続取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通

取引の終値（気配表示を含まない。以下本項において同じ。）の平均値を、当該

５連続取引日の最終日時点で有効な転換価額で除して得られた値（小数第５位ま

で算出し、小数第５位を四捨五入し、これを百分率で表示する。）とする。当該

５連続取引日において別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第２項第(2)

号、第(3)号または第(7)号に定める転換価額の調整事由が生じた場合には、当該

５連続取引日の当社普通株式の普通取引の終値の平均値は、社債管理者と協議の

うえ合理的に調整されるものとする。本③、本項第(5)号②及び本項第(6)号①に

おいて「取引日」とは、株式会社東京証券取引所が営業している日をいい、当社

普通株式の普通取引の終値が発表されない日を含まない。

 ④　参照パリティまたは償還日が本号②の表に記載されていない場合には、組織再編

行為償還金額は、以下の方法により算出される。

 （イ）参照パリティが本号②の表の第１行目に記載された２つの値の間の値である

場合、または償還日が本号②の表の第１列目に記載された２つの日付の間の

日である場合には、組織再編行為償還金額は、かかる２つの値またはかかる

２つの日付に対応する本号②の表中の数値に基づきその双方につきかかる２

つの値またはかかる２つの日付の間を直線で補間して算出した数値により算

出した数値（小数第５位まで算出し、小数第５位を四捨五入し、これを百分

率で表示する。）とする。ただし、日付に係る補間については、１年を365

日とする。

 （ロ）参照パリティが本号②の表の第１行目の右端の値より高い場合には、参照パ

リティはかかる値と同一とみなす。

 （ハ）参照パリティが本号②の表の第１行目の左端の値より低い場合には、参照パ

リティはかかる値と同一とみなす。

 ただし、組織再編行為償還金額は各社債の金額の150％を上限とし、本号②の表

及び本④(イ)乃至(ハ)の方法に従って算出された値が150％を超える場合には、

組織再編行為償還金額は各社債の金額の150％とする。また、組織再編行為償還

金額は、各社債の金額の100％を下限とし、本号②の表及び本④(イ)乃至(ハ)の

方法に従って算出された値が100％未満となる場合には、組織再編行為償還金額

は各社債の金額の100％とする。

 ⑤　「組織再編行為」とは、当社が消滅会社となる合併、吸収分割または新設分割

（承継会社等が、本社債に基づく当社の義務を引き受け、かつ本新株予約権に代

わる新たな新株予約権を交付する場合に限る。）、当社が他の株式会社の完全子

会社となる株式交換または株式移転、及びその他の日本法上の会社組織再編手続

で、かかる手続により本社債に基づく当社の義務が他の株式会社に引き受けられ

ることとなるものを総称していう。
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 ⑥　「承継会社等」とは、次の(イ)乃至(ヘ)に定める株式会社を総称していう。

 （イ）合併（合併により当社が消滅する場合に限る。）　吸収合併存続株式会社ま

たは新設合併設立株式会社

 （ロ）吸収分割　吸収分割承継株式会社

 （ハ）新設分割　新設分割設立株式会社

 （ニ）株式交換　株式交換完全親株式会社

 （ホ）株式移転　株式移転設立完全親株式会社

 （ヘ）上記(イ)乃至(ホ)以外の日本法上の会社組織再編手続　本社債に基づく当社

の義務を引き受ける株式会社

 (5）上場廃止等による繰上償還

 ①　（イ）当社以外の者（以下「公開買付者」という。）によって、当社普通株式の

保有者に対して金融商品取引法に基づく当社普通株式の公開買付けがなされ、

（ロ）当社が当該公開買付けに賛同する意見を表明し、（ハ）当該公開買付けに

よる当社普通株式の取得の結果当社普通株式が上場されている全ての日本の金融

商品取引所においてその上場が廃止される可能性があることを当社または公開買

付者が公表または認容し（ただし、当社または公開買付者が、当該公開買付け後

も当社が日本の金融商品取引所における上場会社であり続けるよう最善の努力を

する旨を公表した場合を除く。）、かつ（ニ）公開買付者が当該公開買付けによ

り当社普通株式を取得した場合には、当社は、当該公開買付けによる当社普通株

式の取得日（当該公開買付けに係る決済の開始日を意味する。以下同じ。）から

15日以内に必要事項を公告したうえで、当該公告において指定した償還日（かか

る償還日は、当該公告の日から30日目以降60日目までのいずれかの日とする。）

に、残存する本社債の全部（一部は不可）を、本号②に従って決定される償還金

額（以下「上場廃止等償還金額」という。）で繰上償還する。

 ②　上場廃止等償還金額は、本項第(4)号記載の組織再編行為償還金額の算出方法と

同様の方法により算出される。ただし、参照パリティは、（イ）当該公開買付け

の対価が金銭のみである場合には、公開買付期間の末日時点で有効な公開買付価

格を、同日時点で有効な転換価額で除して得られた値（小数第５位まで算出し、

小数第５位を四捨五入し、これを百分率で表示する。）とし、（ロ）上記(イ)以

外の場合には、公開買付期間の末日に終了する５連続取引日の株式会社東京証券

取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値を、公開買付期間の末日

時点で有効な転換価額で除して得られた値（小数第５位まで算出し、小数第５位

を四捨五入し、これを百分率で表示する。）とする。当該５連続取引日において

別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第２項第(2)号、第(3)号または第(7)

号に定める転換価額の調整事由が生じた場合には、当該５連続取引日の当社普通

株式の普通取引の終値の平均値は、社債管理者と協議のうえ合理的に調整される

ものとする。

 ③　本号①及び②にかかわらず、当社または公開買付者が、当該公開買付けによる当

社普通株式の取得日の後に組織再編行為を行う旨の意向を、当該公開買付けに係

る公開買付期間の末日までに公表した場合には、本号の規定は適用されない。た

だし、当該取得日から60日以内に当該組織再編行為に係る組織再編行為承認日が

到来しなかった場合、当社は、かかる60日間の末日から15日以内に必要事項を公

告したうえで、当該公告において指定した償還日（かかる償還日は、当該公告の

日から30日目以降60日目までのいずれかの日とする。）に、残存する本社債の全

部（一部は不可）を、上場廃止等償還金額で繰上償還する。
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 ④　本項第(4)号に定める繰上償還事由及び本号①または③に定める繰上償還事由の

両方が発生した場合には、本社債は本項第(4)号に従って償還されるものとす

る。ただし、本項第(4)号に定める繰上償還事由が発生した場合において、組織

再編行為承認日の前に本号①または③に基づく公告が行われたときは、本社債は

本号に従って償還されるものとする。

 (6）130％コールオプション条項

 ①　当社は、株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値がある

20連続取引日にわたり、当該終値が当該各取引日に適用のある別記「新株予約権

の行使時の払込金額」欄第１項第(3)号に定める転換価額の130％以上であった場

合、平成29年３月31日以降いつでも、当該20連続取引日の最終日から15日以内か

つ当該償還期日に先立つ30日以上60日以下の期間内に必要な事項を公告した上

で、その時点において未償還の本社債の全部（一部は不可）を繰上償還すること

ができる。なお、当社が当社普通株式の株式分割または当社普通株式に対する当

社普通株式の無償割当て（以下「株式分割等」という。）を行う場合、当該株式

分割等の基準日（基準日を定めない場合は、効力発生の前日とし、基準日または

効力発生日の前日が取引日でない場合は、その直前の取引日。以下本号において

同じ。）の２取引日前の日から当該株式分割等の基準日（当日を含む。）までの

３取引日についての本条項の適用にあたっては、別記「新株予約権の行使時の払

込金額」欄第２項第(2)号②の規定にかかわらず、当該各取引日の30日前の日に

おける当社の発行済普通株式総数（ただし、当社の有する当社普通株式を除

く。）を既発行株式数として、当該株式分割等により発行されることとなる株式

数を発行・処分株式数（ただし、当社普通株式の分割を行う場合は、当社の有す

る当社普通株式に割当てられる当社普通株式数を除く。）として、別記「新株予

約権の行使時の払込金額」欄第２項第(1)号に定める新株発行等による転換価額

調整式に当てはめて計算された転換価額をもって、当該各取引日に適用ある転換

価額とする。この場合の償還金額は各社債の金額100円につき金100円とする。

 ②　本項第(4)号または第(5)号①もしくは③に定める繰上償還事由及び本号①に定め

る繰上償還事由の両方が発生した場合には、本社債は本項第(4)号または第(5)号

①もしくは③に従って償還されるものとする。ただし、本項第(4)号または第(5)

号①もしくは③に定める繰上償還事由が発生した場合において、組織再編行為承

認日または当該公開買付けによる当社普通株式の取得日の前に本号①に基づく公

告が行われたときは、本社債は本号に従って償還されるものとする。

 (7）当社は、前３号に定める公告を行った後は、当該公告に係る繰上償還を取消すことは

できない。また、前４号の規定により本社債を繰上償還する場合には、償還される本

社債に付された本新株予約権は、本社債の償還により別記「新株予約権の行使期間」

欄第(5)号に従って本新株予約権が行使できなくなることによりその全部が消滅す

る。

 (8）当社は、法令または振替機関（別記「振替機関」欄に定める。以下同じ。）の振替業

に係る業務規程等の規則に別途定められている場合を除き、払込期日（別記「払込期

日」欄に定める。）の翌日以降いつでも本新株予約権付社債を買入れることができ

る。買入れた本社債を消却する場合、本新株予約権については別記「新株予約権の行

使の条件」欄に従って行使できなくなることにより消滅する。

 ３　償還元金の支払場所

 別記「（注）18　償還金の支払い」記載のとおり。

募集の方法 一般募集

申込証拠金（円） 各社債の金額100円につき金102.5円。なお、申込証拠金のうち発行価額相当額（各社債の金

額100円につき金100円）は、払込期日に払込金額に振替充当する。申込証拠金には利息をつ

けない。
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申込期間 平成26年２月28日（金）から平成26年３月３日（月）まで（（注）３）とし、当該期間内に

後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込むものとする。

申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店

払込期日 平成26年３月６日（木）（注）３

 本新株予約権の割当日も同日とする。

振替機関 株式会社証券保管振替機構

 東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

担保 本新株予約権付社債には担保または保証は付されておらず、また本新株予約権付社債のため

に特に留保されている資産はない。

財務上の特約

（担保提供制限）

１　当社は、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で今後発行する他の転換社債型

新株予約権付社債のために当社の資産に担保権を設定する場合（当社の資産に担保権を

設定する場合、当社の特定の資産につき担保権設定の予約をする場合及び当社の特定の

資産につき当社の特定の債務以外の債務の担保に供しない旨を約する場合をいう。以下

同じ。）は、本新株予約権付社債のためにも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保

権を設定する。なお、転換社債型新株予約権付社債とは、会社法第２条第22号に定義さ

れる新株予約権付社債であって、会社法第236条第１項第３号の規定により、新株予約

権の内容として当該新株予約権付社債を新株予約権の行使に際してする出資の目的とす

るものをいう。

 ２　本欄第１項に基づき設定した担保権が本社債を担保するに十分でないときは、当社は本

新株予約権付社債のために担保付社債信託法に基づき社債管理者が適当と認める担保権

を設定する。

 ３　当社が吸収合併、株式交換または吸収分割により、担保権の設定されている吸収合併消

滅会社、株式交換完全子会社または吸収分割会社の転換社債型新株予約権付社債を承継

する場合には、前２項は適用されない。

財務上の特約

（その他の条項）

１　担保付社債への切換

(1）当社は、社債管理者と協議のうえ、いつでも本新株予約権付社債のために社債管理者

が適当と認める担保権を、担保付社債信託法に基づき設定することができる。

 (2）当社が別記「財務上の特約（担保提供制限）」欄または前号により本新株予約権付社

債のために担保権を設定する場合は、当社は、ただちに登記その他必要な手続を完了

し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第４項の規定に準じて公告する。

 ２　特定資産の留保

 (1）当社は、社債管理者と協議のうえ、いつでも当社の有する特定の資産（以下「留保資

産」という。）を本新株予約権付社債以外の債務に対し担保提供を行わず本新株予約

権付社債のために留保する旨の特約を社債管理者との間に締結することができる。

 (2）前号の場合、当社は社債管理者との間で次の①乃至⑦についても同時に特約を締結す

る。

 ①　留保資産のうえに本社債権者の利益を害すべき抵当権、質権その他の権利もしく

はその設定の予約、または本新株予約権付社債の担保とすることを妨げる約束が

一切存在しないことを当社が保証する旨。

 ②　当社は社債管理者の書面による承諾なしに留保資産を他に譲渡もしくは貸与しな

い旨。

 ③　当社は原因の如何にかかわらず、留保資産の価額の総額が著しく減少したとき、

または留保資産を害するおそれのある場合は、ただちに書面により社債管理者に

通知し、その指示に従う旨。

 ④　当社は社債管理者が本新株予約権付社債に係る債権の保全のために必要と認め請

求したときは、ただちに社債管理者の指定する資産を留保資産に追加する旨。
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 ⑤　当社は本社債の未償還残高の減少またはやむを得ない事情がある場合には、社債

管理者の事前の書面による承諾を得て、留保資産の一部または全部につき社債管

理者が適当と認める他の資産と交換し、または、留保資産から除外することがで

きる旨。

 ⑥　当社は社債管理者が本新株予約権付社債権保全のために必要と認め請求したとき

は、ただちに本新株予約権付社債のために留保資産に担保付社債信託法に基づき

担保権を設定する旨。

 ⑦　前⑥の場合、留保資産のうえに社債管理者が適当と認める担保権を設定できない

ときは、当社は本新株予約権付社債のために社債管理者が適当と認める他の資産

のうえに担保付社債信託法に基づき担保権を設定する旨。

 (3）本項第(1)号の場合、社債管理者は、本社債権者保護のために必要と認められる措置

をとることを当社に請求することができる。

 (4）当社が吸収合併、株式交換または吸収分割により、担保権が設定されている、または

留保資産提供が行われている吸収合併消滅会社、株式交換完全子会社または吸収分割

会社の転換社債型新株予約権付社債を承継する場合は、本項第(1)号及び本項第(2)号

は適用されない。

　（注）１　一般募集は発行価格にて行います。

２　発行価額は当社が引受人より本新株予約権付社債の払込金額として受取る各社債の金額100円あたりの金額であり

ます。

３　申込期間及び払込期日については、上記のとおり内定しておりますが、転換価額等決定日において正式に決定す

る予定であります。なお、上記申込期間及び払込期日については、需要状況等を勘案したうえで、繰り上げるこ

とがあります。当該需要状況等の把握期間は、最長で平成26年２月24日（月）から平成26年２月27日（木）を予

定しておりますが、実際の転換価額等の決定期間は平成26年２月25日（火）から平成26年２月27日（木）までを

予定しております。

したがいまして、

(1）転換価額等決定日が平成26年２月25日（火）の場合、申込期間は「自　平成26年２月26日（水）　至　平成

26年２月27日（木）」、払込期日は「平成26年３月４日（火）」

(2）転換価額等決定日が平成26年２月26日（水）の場合、申込期間は「自　平成26年２月27日（木）　至　平成

26年２月28日（金）」、払込期日は「平成26年３月５日（水）」

(3）転換価額等決定日が平成26年２月27日（木）の場合、上記申込期間及び払込期日のとおり、

となりますのでご注意下さい。

４　本新株予約権付社債の募集に関連してロックアップに関する合意がなされておりますが、その内容に関しまして

は、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　２　ロックアップについて」をご参照ください。

５　信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付

本新株予約権付社債について信用格付業者から取得した信用格付及び取得日、信用格付業者が公表する情報の入

手方法は以下のとおりです。（電話番号はシステム障害等により情報が入手できない場合の信用格付業者の連絡

先）

株式会社日本格付研究所（以下「ＪＣＲ」という。）

信用格付：Ａ－（シングルＡマイナス）（取得日平成26年２月17日）

入手方法：ＪＣＲのホームページ（http://www.jcr.co.jp/）の「格付情報」の「当月格付」

（http://www.jcr.co.jp/top_cont/rat_info02.php）に掲載されております。

問合せ電話番号：03－3544－7013

ＪＣＲの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すもの

であります。

ＪＣＲの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのＪＣＲの現時点での総合的な意見の表明であり、当該

確実性の程度を完全に表示しているものではありません。また、ＪＣＲの信用格付は、デフォルト率や損失の程

度を予想するものではありません。ＪＣＲの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクな

ど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれません。

ＪＣＲの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動しま

す。また、ＪＣＲの信用格付の付与にあたり利用した情報は、ＪＣＲが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき

情報源から入手したものでありますが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが存在す

る可能性があります。
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６　社債、株式等の振替に関する法律の適用

本新株予約権付社債は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社債等振替法」という。）の規定の適用を受

け、振替機関の振替業に係る業務規程その他の規則に従って取り扱われるものとする。社債等振替法に従い本新

株予約権付社債の社債権者（以下「本社債権者」という。）が新株予約権付社債券の発行を請求することができ

る場合を除き、本新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券は発行されない。社債等振替法に従い本新株予約

権付社債に係る新株予約権付社債券が発行される場合、かかる新株予約権付社債券は無記名式とし、本社債権者

は、かかる新株予約権付社債券を記名式とすることを請求することはできない。

７　期限の利益喪失に関する特約

当社は、次の各場合には本社債について期限の利益を喪失し、本（注）15に定めるところにより、その旨を公告

するものとする。ただし、別記「財務上の特約（担保提供制限）」欄または別記「財務上の特約（その他の条

項）」欄第１項第(1)号の定めるところにより当社が本新株予約権付社債のために担保付社債信託法に基づき社債

管理者が適当と認める担保権を設定した場合であって、社債管理者が承認したときには、本（注）７(2)に該当し

ても期限の利益を喪失しない。

(1）当社が別記「償還の方法」欄第２項の規定に違背したとき。

(2）当社が別記「財務上の特約（担保提供制限）」欄の規定に違背したとき。

(3）当社が別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第２項第(1)号乃至第(8)号、別記「財務上の特約（その他

の条項）」欄第１項第(2)号、本（注）９、本（注）10、本（注）11(2)、本（注）14、または本（注）15に

定める規定に違背し、社債管理者の指定する期間内にその履行または補正をしないとき。

(4）当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることができ

ないとき。

(5）当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債またはその他の

借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をするこ

とができないとき。ただし、当該債務の合計額（邦貨換算後）が５億円を超えない場合は、この限りではな

い。

(6）当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役会において

解散（合併の場合を除く。）の議案を株主総会に提出する旨の決議を行ったとき。

(7）当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受

け、または解散（合併の場合を除く。）したとき。

(8）当社がその事業経営に不可欠な資産に対し強制執行、仮差押もしくは仮処分の執行もしくは競売（公売を含

む。）の申立てを受け、または滞納処分としての差押を受ける等当社の信用を著しく害損する事実が生じ、

かつ社債管理者が本社債権者の権利保全上、本社債の存続を不適当であると認めたとき。

８　担保提供制限に係る特約の解除

当社が、別記「財務上の特約（担保提供制限）」欄または別記「財務上の特約（その他の条項）」欄第１項第(1)

号により本新株予約権付社債のために担保権を設定した場合、または、別記「財務上の特約（その他の条項）」

欄第２項により本新株予約権付社債のために留保資産を留保した場合で社債管理者が承認したときには、以後、

別記「財務上の特約（担保提供制限）」欄及び本（注）10(2)は適用されない。

９　社債管理者に対する定期報告

(1）当社は、随時社債管理者にその事業の概況を報告し、また、毎事業年度の決算及び剰余金の分配（会社法第454

条第５項に定める中間配当を含む。）については、取締役会決議後ただちに書面をもって社債管理者にこれを

通知する。ただし、当該通知については、当社が本（注）９(2)に定める社債管理者への通知を行った場合また

は書類を社債管理者に提出した場合はこれを省略することができる。当社が会社法第441条第１項に定められた

一定の日において臨時決算を行った場合も同様とする。

(2）当社は、金融商品取引法に基づき作成する有価証券報告書及びその添付資料の写しを当該事業年度経過後３か

月以内に、四半期報告書の写しを当該各期間経過後45日以内に社債管理者に提出する。金融商品取引法第24条

の４の２に定める確認書及び金融商品取引法第24条の４の４に定める内部統制報告書についても上記書類の取

扱に準ずる。また、当社が臨時報告書及び訂正報告書を財務局長等に提出した場合には遅滞なくこれを社債管

理者に提出する。ただし、当社が金融商品取引法第27条の30の３に基づき有価証券報告書、四半期報告書また

は臨時報告書及びそれらの訂正報告書（添付資料を含み、以下「報告書等」という。）の電子開示手続きを行

う場合は、これら報告書等を財務局長等に提出した旨の社債管理者への通知をもって社債管理者への報告書等

の提出に代えることができる。

10　社債管理者に対する通知

(1）当社は、本新株予約権付社債発行後、社債原簿に記載すべき事由が生じたときならびに変更が生じたときは、

遅滞なく社債原簿にその旨の記載を行い、代表者の記名捺印した書面によりこれを社債管理者に通知する。
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(2）当社は、本新株予約権付社債発行後、当社が国内で今後発行する他の転換社債型新株予約権付社債のために担

保提供を行う場合には、遅滞なく書面によりその旨ならびにその債務額及び担保物その他必要な事項を社債管

理者に通知する。

(3）当社は、次の各場合には、あらかじめ書面により社債管理者に通知する。

①　事業経営に不可欠な資産を譲渡または貸与しようとするとき。

②　当社の事業の全部または重要な一部の管理を他に委託すること。

③　事業の全部もしくは重要な事業の一部を休止もしくは廃止しようとするとき。

④　資本金の額または準備金の額を減少しようとするとき。

⑤　株式交換または株式移転により他の会社の完全子会社になろうとするとき。

⑥　組織変更、合併または会社分割をしようとするとき。

⑦　解散を行うこと。

⑧　別記「償還の方法」欄第２項第(4)号または第(5)号に係る事実を公表するとき。

(4）当社は、次の各場合には、ただちに書面により社債管理者へその旨を通知する。

①　支払停止になったとき、または手形交換所もしくはこれに準ずる電子債権記録機関の取引停止処分を受けた

とき。

②　社債を除く借入金債務について期限が到来してもその弁済をすることができないとき。

③　事業経営に不可欠な資産に対し強制執行、仮差押もしくは仮処分の執行または担保権の実行としての競売

（公売を含む。）の申立て、または滞納処分を受けたとき。

④　当社または第三者により、当社について破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別

清算開始の申立てがあったとき。

11　社債管理者の調査権限

(1）当社は、社債管理者が本社債権保全のために必要と認め請求した場合には、当社ならびに当社の連結子会社及

び持分法適用会社の事業、経理、帳簿書類等に関する報告書を提出しなければならない。また、社債管理者

は、当社の費用で自らまたは人を派遣して当社ならびに当社の連結子会社及び持分法適用会社の事業、経理、

帳簿書類等につき調査を行うことができる。

(2）本（注）11(1)の場合で、社債管理者が当社ならびに当社の連結子会社及び持分法適用会社の調査を行うとき

は、当社は、これに協力する。

12　債権者の異議手続における社債管理者の権限

社債管理者は、会社法第740条第２項本文の規定にかかわらず、同条第１項に定める異議の申立てに関し、社債権

者集会の決議によらずに社債権者のために異議を述べることは行わない。

13　社債管理者の辞任

(1）社債管理者のうちのいずれかの者は、以下に定める場合その他正当な事由があるときは、社債管理者の事務を

承継する者を定めて辞任することができる。ただし、社債管理者のうち残存する者がある場合には、当該残存

する者のみで社債管理者の事務を行うことができる。

①　本社債権者と社債管理者または社債管理者のうちいずれかの者との間で利益が相反する場合（利益が相反す

るおそれがある場合を含む。）

②　社債管理者または社債管理者のうちいずれかの者が、社債管理者としての業務の全部または重要な業務の一

部を休止または廃止しようとする場合

(2）本（注）13(1)の場合には、当社ならびに辞任及び残存する者（残存する者がいない場合は承継する者）は、遅

滞なくかかる変更によって必要となる手続を行わなければならない。

14　繰上償還の場合の通知及び公告

(1）当社が別記「償還の方法」欄第２項第(4)号の規定により本社債を繰上償還しようとする場合は、当社は当該償

還期日の少なくとも60日前に書面により繰上償還しようとする旨その他必要事項を社債管理者に通知する。

(2）当社が別記「償還の方法」欄第２項第(5)号に定める繰上償還をする場合は、当該公開買付けによる当社普通株

式の取得日（別記「償還の方法」欄第２項第(5)号③ただし書の場合は60日間の末日）から７日以内にその旨及

び期日その他必要事項を書面で社債管理者に通知する。

(3）当社が別記「償還の方法」欄第２項第(6)号の規定により本社債を繰上償還しようとする場合は、別記「償還の

方法」欄第２項第(6)号に定める20連続取引日の最終日から７日以内に繰上償還しようとする旨その他必要な事

項を書面で社債管理者に通知する。

(4）別記「償還の方法」欄第２項第(4)号乃至(6)号に定める繰上償還をする場合の公告は、本（注）15に定める方

法によりこれを行う。

15　社債権者に通知する場合の公告
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本新株予約権付社債に関して社債権者に対し公告する場合には、法令に別段の定めがあるものを除いては、当社

の定款所定の電子公告の方法によりこれを行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による

公告をすることができない場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都及び大阪市において発行する各１種

以上の新聞紙（重複するものがあるときは、これを省略することができる。）への掲載または社債管理者が認め

るその他の方法によりこれを行う。また、社債管理者が社債権者のために必要と認めて公告する場合には、代表

社債管理者の定款所定の方法によりこれを行う。

16　社債要項及び管理委託契約証書の公示

当社及び社債管理者は、その本店に本新株予約権付社債の社債要項及び管理委託契約証書の謄本を備え置き、そ

の営業時間中、一般の閲覧に供するものとする。

17　社債権者集会

(1）本新株予約権付社債の社債権者集会は、当社または社債管理者がこれを招集するものとし、社債権者集会の日

の３週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号に掲げる事項を公告する。

(2）本新株予約権付社債の社債権者集会は横浜市においてこれを行う。

(3）本新株予約権付社債の総額（償還済みの額を除く。）の10分の１以上にあたる本新株予約権付社債を有する社

債権者は、本新株予約権付社債に係る社債等振替法第222条第３項の規定による書面を社債管理者に提示したう

え、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社または社債管理者に提出して、社債

権者集会の招集を請求することができる。なお、当社が有する本新株予約権付社債の金額の合計額は本社債の

総額に算入しない。

(4）本新株予約権付社債及び本新株予約権付社債と同一の種類（会社法の定めるところによる。）の社債の社債権

者集会は、一つの社債権者集会として開催される。本（注）17(1)乃至(3)の規定は、本（注）17(4)の社債権者

集会について準用する。

18　償還金の支払い

本社債に係る償還金は、社債等振替法及び振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われる。

19　発行代理人及び支払代理人

株式会社横浜銀行

20　本新株予約権付社債は別記「払込期日」欄記載の払込期日の翌営業日に株式会社東京証券取引所へ上場を予定し

ております。

したがいまして、

(1）転換価額等決定日が平成26年２月25日（火）の場合、上場日は「平成26年３月５日（水）」

(2）転換価額等決定日が平成26年２月26日（水）の場合、上場日は「平成26年３月６日（木）」

(3）転換価額等決定日が平成26年２月27日（木）の場合、上場日は「平成26年３月７日（金）」

となる予定でありますが、上場日は変更されることがあります。

本新株予約権付社債は、上場日から売買を行うことができます。

社債等振替法の適用により、本新株予約権付社債の売買は、振替機関または口座管理機関における振替口座での

振替により行われます。
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（新株予約権付社債に関する事項）

新株予約権の目的となる

株式の種類

当社普通株式

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であ

り、単元株式数は1,000株である。

新株予約権の目的となる

株式の数

本新株予約権の目的である株式の数は、同一の新株予約権者により同時に行使された本

新株予約権に係る本社債の金額の総額を別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第１

項第(3)号に定める転換価額で除して得られる数とする。この場合に１株未満の端数を

生ずる場合は、これを切り捨て、現金による調整は行わない。

新株予約権の行使時の払

込金額

１　新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額またはその算定方法

(1）各本新株予約権の行使に際しては、当該各本新株予約権に係る各本社債を出資す

るものとする。

 (2）各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の払込金額と

同額とする。

 (3）各本新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算定するにあたり用い

られる価額（以下「転換価額」という。ただし、別記「組織再編成行為に伴う新

株予約権の交付に関する事項」欄において、「転換価額」は、承継新株予約権の

行使により交付する承継会社等の普通株式の数を算出するにあたり用いられる価

額をさす。）は、当初、日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規

則第25条に規定される方式による需要状況等の結果を考慮し、平成26年２月25日

（火）から平成26年２月27日（木）までの間のいずれかの日（転換価額等決定

日）の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値（当日に

終値がない場合は、その日に先立つ直近日の終値）に、120％から125％の範囲内

で決定される値を乗じて算出される金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じ

る場合は、その端数を切り捨てるものとする。なお、上記の計算の結果算出され

る転換価額が275円を下回るときは、本新株予約権付社債の発行を中止する。

 ただし、転換価額は本欄第２項第(1)号乃至第(7)号に定めるところにより調整さ

れることがある。

 ２　転換価額の調整

 (1）当社は、本新株予約権付社債の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社

の普通株式数に変更が生じる場合または変更が生ずる可能性がある場合は、次に

定める算式（以下「新株発行等による転換価額調整式」という。）をもって転換

価額を調整する。

 
　
    

既発行株式数＋
発行・処分株式数×１株あたりの払込金額

調整後
転換価額

＝
調整前
転換価額

×
時価

既発行株式数＋発行・処分株式数
　

 (2）新株発行等による転換価額調整式により転換価額の調整を行う場合及びその調整

後の転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。

 ①　本項第(6)号②に定める時価を下回る払込金額をもってその発行する当社普

通株式またはその処分する当社の有する当社普通株式を引き受ける者の募集

をする場合

 調整後の転換価額は、払込期日または払込期間の末日の翌日以降、また、当

該募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利

を与える株主を定めるための基準日の翌日以降これを適用する。

 ②　当社普通株式の株式分割または当社普通株式の無償割当て等をする場合

 調整後の転換価額は、当該株式分割または無償割当て等により株式を取得す

る株主を定めるための基準日（基準日を定めない場合は、効力発生日）の翌

日以降これを適用する。
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 ③　本項第(6)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付と引

換えに取得される証券（権利）もしくは取得させることができる証券（権

利）または当社普通株式の交付を受けることができる新株予約権の交付と引

換えに取得される証券（権利）もしくは取得させることができる証券（権

利）、または行使することにより当社普通株式の交付を受けることができる

新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）を発行する場合。

なお、新株予約権無償割当ての場合（新株予約権付社債を無償で割り当てる

場合を含む。以下同じ。）は、新株予約権を無償として当該新株予約権を発

行したものとして本③を適用する。

 調整後の転換価額は、発行される証券（権利）または新株予約権（新株予約

権の交付と引換えに取得される証券（権利）もしくは取得させることができ

る証券（権利）に関して交付の対象となる新株予約権を含む。）の全てが当

初の転換価額で取得されまたは当初の転換価額で行使されたものとみなして

新株発行等による転換価額調整式を準用して算出するものとし、当該証券

（権利）または新株予約権の払込期日または払込期間の末日の翌日以降、ま

た、当該募集において株主に割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利

を与える株主を定めるための基準日（基準日を定めない場合は、その効力発

生日）の翌日以降これを適用する。

 ただし、本③に定める証券（権利）または新株予約権の発行（新株予約権無

償割当ての場合を含む。）が当社に対する企業買収の防衛を目的とする発行

である旨を、当社が公表のうえ社債管理者に通知したときは、調整後の転換

価額は、当該証券（権利）または新株予約権（新株予約権の交付と引換えに

取得される証券（権利）もしくは取得させることができる証券（権利）につ

いては、交付の対象となる新株予約権を含む。）について、当該証券（権

利）または新株予約権の要項上、当社普通株式の交付と引換えにする取得の

請求もしくは取得条項に基づく取得もしくは当該証券（権利）もしくは新株

予約権の行使が可能となった日（以下「転換・行使開始日」という。）の翌

日以降、転換・行使開始日において取得の請求、取得条項による取得または

当該証券（権利）もしくは新株予約権の行使により当社普通株式が交付され

たものとみなして新株発行等による転換価額調整式を準用して算出してこれ

を適用する。

 ④　本号①乃至③の場合において、株主に割当てを受ける権利を与えるための基

準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会

その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわ

らず、調整後の転換価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用す

る。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本

新株予約権の行使請求をした本新株予約権付社債の新株予約権者（以下「本

新株予約権者」という。）に対しては、次の算出方法により、当社普通株式

を交付する。ただし、株式の交付については別記（新株予約権付社債に関す

る事項）（注）４の規定を準用する。

 
　

株式数＝

（調整前転換価額－調整後転換価額）×
調整前転換価額により当該期間内に
交付された株式数

調整後転換価額
　

 この場合に１株未満の端数を生じる場合は、これを切り捨て、現金による調

整は行わない。
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 (3）当社は、本新株予約権付社債の発行後、本項第(4)号に定める特別配当を実施す

る場合には、次に定める算式（以下「特別配当による転換価額調整式」といい、

新株発行等による転換価額調整式と併せて「転換価額調整式」という。）をもっ

て転換価額を調整する。

 
　

調整後転換価額＝調整前転換価額×
時価－１株あたり特別配当

時価
　

 「１株あたり特別配当」とは、特別配当を、剰余金の配当に係る当該事業年度の

最終の基準日における各社債の金額（金100万円）あたりの本新株予約権の目的

となる株式の数で除した金額をいう。１株あたり特別配当の計算については、円

位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入する。

 (4）①　「特別配当」とは、下記のいずれかの事業年度内に到来する各基準日に係る

当社普通株式１株あたりの剰余金の配当（配当財産が金銭であるものに限

り、会社法第455条第２項及び第456条の規定により支払う金銭を含む。）の

額に当該基準日時点における各社債の金額（金100万円）あたりの本新株予

約権の目的となる株式の数を乗じて得た金額の当該事業年度における累計額

が、基準配当金（基準配当金は、各社債の金額（金100万円）を転換価額等

決定日に確定する転換価額で除して得られる数値（小数第１位まで算出し、

小数第１位を切り捨てる。）に８を乗じた金額とする。）に当該事業年度に

係る本①に定める比率（当社が当社の事業年度を変更した場合には、本①に

定める事業年度及び比率は社債管理者と協議のうえ合理的に修正されるもの

とする。）を乗じた金額を超える場合における当該超過額をいう。

 平成26年３月31日に終了する事業年度　　1.30

 平成27年３月31日に終了する事業年度　　1.69

 平成28年３月31日に終了する事業年度　　2.20

 平成29年３月31日に終了する事業年度　　2.86

 平成30年３月31日に終了する事業年度　　3.71

 ②　特別配当による転換価額の調整は、各事業年度の配当に係る最終の基準日に

係る会社法第454条または第459条に定める剰余金の配当決議が行われた日の

属する月の翌月10日以降これを適用する。

 (5）転換価額調整式により算出された調整後の転換価額と調整前の転換価額との差額

が１円未満にとどまる限りは、転換価額の調整はこれを行わない。ただし、次に

転換価額の調整を必要とする事由が発生し転換価額を算出する場合は、転換価額

調整式中の調整前転換価額に代えて、調整前転換価額からこの差額を差引いた額

を使用するものとする。

 (6）①　転換価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数第

２位を四捨五入する。

 ②　転換価額調整式で使用する「時価」は、新株発行等による転換価額調整式の

場合は調整後の転換価額を適用する日（ただし、本項第(2)号④の場合は基

準日）または特別配当による転換価額調整式の場合は当該事業年度の配当に

係る最終の基準日、に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証

券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含

む。）の平均値（終値のない日数を除く。）とする。

 この場合、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を

四捨五入する。
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 ③　新株発行等による転換価額調整式で使用する既発行株式数は、当該募集にお

いて株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株

主を定めるための基準日、また、それ以外の場合は、調整後の転換価額を適

用する日の30日前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日におけ

る当社の有する当社普通株式の数を控除し、当該転換価額の調整前に本項第

(2)号または第(7)号に基づき発行・処分株式数とみなされた当社普通株式の

うち未だ発行・処分されていない当社普通株式の株式数を加えた数とする。

また、当社普通株式の株式分割が行われる場合には、新株発行等による転換

価額調整式で使用する発行・処分株式数は、基準日における当社の有する当

社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。

 (7）当社は、本項第(2)号及び本項第(3)号に掲げた事由によるほか、次の本号①乃至

⑤に該当する場合は社債管理者と協議のうえその承認を得て、転換価額の調整を

適切に行うものとする。

 ①　株式の併合、合併、会社分割または株式交換のために転換価額の調整を必要

とするとき。

 ②　本号①のほか、当社の発行済普通株式数の変更または変更の可能性が生じる

事由の発生により転換価額の調整を必要とするとき。

 ③　当社普通株式の株主に対する他の種類株式の無償割当てのために転換価額の

調整を必要とするとき。

 ④　金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当が、経済的に特別配当に相当

するために転換価額の調整を必要とするとき。

 ⑤　転換価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく

調整後の転換価額の算出にあたり使用すべき時価が、他方の事由によって調

整されているとみなされるとき。

 (8）本項第(1)号乃至第(7)号に定めるところにより転換価額の調整を行うときは、当

社は、あらかじめ書面によりその旨ならびにその事由、調整前の転換価額、調整

後の転換価額及びその適用の日その他必要な事項を社債管理者に通知し、かつ、

適用の日の前日までに必要な事項を公告する。ただし、適用の日の前日までに前

記の公告を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。こ

の場合の公告の方法は、別記「１　新規発行新株予約権付社債（短期社債を除

く。）」（注）15に定める。

新株予約権の行使により

株式を発行する場合の株

式の発行価額の総額

金5,000,000,000円

（会社法上の本新株予約権の全部を行使した場合における当該行使に際して出資の目的

とする財産の価額の総額）

新株予約権の行使により

株式を発行する場合の株

式の発行価格及び資本組

入額

１　新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の発行価格

本新株予約権の行使により発行する場合の株式１株の発行価格は、当該行使に係る

本新株予約権が付された本社債の金額の合計額を別記「新株予約権の目的となる株

式の数」欄記載の本新株予約権の目的である株式の数で除して得られる金額とな

る。

 ２　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備

金に関する事項

 (1）本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、

会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額と

し、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとす

る。

 (2）本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額

は、本項第(1)号記載の資本金等増加限度額から本項第(1)号に定める増加する資

本金の額を減じた額とする。
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新株予約権の行使期間 本新株予約権者は、平成26年４月１日から平成31年３月27日までの間（以下「行使請求

期間」という。）、いつでも、本新株予約権を行使し、当社に対して当社普通株式の交

付を請求すること（以下「行使請求」という。）ができる。ただし、以下の期間につい

ては、行使請求をすることができないものとする。

 (1）当社普通株式に係る株主確定日（会社法第124条第１項に定める基準日をい

う。）及びその前営業日（振替機関の休業日でない日をいう。以下同じ。）

 (2）振替機関が必要であると認めた日

 (3）別記「償還の方法」欄第２項第(3)号に定める期中償還請求により償還される本

社債に付された本新株予約権については、直近上位機関を通じて別記「１　新規

発行新株予約権付社債（短期社債を除く。）」（注）19に定める支払代理人に期

中償還請求を行う旨を通知した日以降

 (4）組織再編行為において承継会社等の新株予約権を交付する場合で、本新株予約権

の行使請求の停止が必要となるときは、当社が行使請求を停止する期間（当該期

間は１か月を超えないものとする。）その他必要な事項をあらかじめ書面により

社債管理者に通知し、かつ、当該期間の開始日の１か月前までに必要な事項を公

告した場合における当該期間

 (5）別記「償還の方法」欄第２項第(4)号乃至第(6)号に定めるところにより、平成31

年３月28日以前に本社債が償還される場合には、当該償還日の前銀行営業日以降

 (6）別記「１　新規発行新株予約権付社債（短期社債を除く。）」（注）７に定める

ところにより、当社が本社債につき期限の利益を喪失した場合には、期限の利益

の喪失日（当日を含める。）以降

新株予約権の行使請求の

受付場所、取次場所及び

払込取扱場所

１　新株予約権の行使請求の受付場所

株主名簿管理人　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部

２　新株予約権の行使請求の取次場所

 該当事項なし

 ３　新株予約権の行使請求の払込取扱場所

 該当事項なし

 ４　新株予約権の行使請求の方法

 (1）本新株予約権の行使請求は、振替機関または口座管理機関に対し行使請求に要す

る手続を行い、行使請求期間中に振替機関または口座管理機関により行使請求受

付場所に行使請求の通知が行われることにより行われる。

 (2）振替機関または口座管理機関に対し行使請求に要する手続を行った者は、その後

これを撤回することができない。

新株予約権の行使の条件 当社が本新株予約権付社債を買入れ本社債を消却した場合には、当該本社債に係る本新

株予約権を行使することはできない。また、各本新株予約権の一部について本新株予約

権を行使することはできないものとする。

自己新株予約権の取得の

事由及び取得の条件

本新株予約権の取得事由は定めない。

新株予約権の譲渡に関す

る事項

本新株予約権付社債は、会社法第254条第２項本文及び第３項本文の定めにより本新株

予約権または本社債の一方のみを譲渡することはできない。

代用払込みに関する事項 本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容

 各本新株予約権の行使に際しては、当該各本新株予約権に係る各本社債を出資するもの

とする。
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組織再編成行為に伴う新

株予約権の交付に関する

事項

当社が、組織再編行為を行う場合は、別記「償還の方法」欄第２項第(4)号に基づき本

社債の繰上償還を行う場合を除き、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する

本新株予約権の新株予約権者に対して、当該新株予約権者の有する本新株予約権に代え

て、それぞれの場合につき、承継会社等の新株予約権で、本項第(1)号乃至第(8)号の内

容のもの（以下「承継新株予約権」という。）を交付する。この場合、組織再編行為の

効力発生日において、本新株予約権は消滅し、本社債に係る債務は承継会社等に承継さ

れ、本新株予約権者は、承継新株予約権の新株予約権者となるものとし、本「１　新規

発行新株予約権付社債（短期社債を除く。）」の本新株予約権に関する規定は承継新株

予約権について準用する。ただし、吸収分割または新設分割を行う場合は、本項第(1)

号乃至第(8)号の内容に沿って、その効力発生日の直前において残存する本新株予約権

の新株予約権者に対して当該本新株予約権に代えて承継会社等の承継新株予約権を交付

し、承継会社等が本社債に係る債務を承継する旨を、吸収分割契約または新設分割計画

において定めた場合に限るものとする。

 (1）交付する承継会社等の承継新株予約権の数

 組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の数と同一の数

とする。

 (2）承継新株予約権の目的たる承継会社等の株式の種類

 承継会社等の普通株式とする。

 (3）承継新株予約権の目的たる承継会社等の株式の数の算定方法

 行使請求に係る承継新株予約権が付された承継社債の金額の合計額を本項第(4)

号に定める転換価額で除して得られる数とする。この場合に１株未満の端数を生

じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。

 (4）承継新株予約権付社債の転換価額

 組織再編行為の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権

者が得られるのと同等の経済的価値を、組織再編行為の効力発生日の直後に承継

新株予約権の新株予約権者がこれを行使したときに受領できるように、承継新株

予約権付社債（承継新株予約権を承継会社等に承継された本社債に付したものを

いう。以下同じ。）の転換価額を定める。なお、組織再編行為の効力発生日以後

における承継新株予約権付社債の転換価額は、別記「新株予約権の行使時の払込

金額」欄第２項第(1)号乃至第(7)号に準じた調整を行う。

 (5）承継新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額またはその算

定方法

 交付される各承継新株予約権の行使に際しては、当該各承継新株予約権に係る各

社債を出資するものとし、各承継新株予約権の行使に際して出資される財産の価

額は、当該各社債の金額と同額とする。

 (6）承継新株予約権を行使することができる期間

 組織再編行為の効力発生日（当社が別記「新株予約権の行使期間」欄第(4)号に

定める期間を指定したときは、当該組織再編行為の効力発生日または当該期間の

末日の翌銀行営業日のうちいずれか遅い日）から、別記「新株予約権の行使期

間」欄に定める本新株予約権の行使請求期間の満了日までとする。

 (7）承継新株予約権の行使の条件及び承継新株予約権の取得条項

 別記「新株予約権の行使の条件」欄及び別記「自己新株予約権の取得の事由及び

取得の条件」欄に準じて決定する。

 (8）承継新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資

本準備金に関する事項

 別記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組

入額」欄第２項に準じて決定する。

　（注）１　今後、転換価額等が決定された場合は、転換価額及び転換価額の決定に伴い連動して訂正される事項（組織再編

行為償還金額及び基準配当金をいう。以下同じ。）について、目論見書の訂正事項分の交付に代え、転換価額等

決定日の翌日付の日本経済新聞及び転換価額等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間

の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト（［URL］

http://www.maruzenshowa.co.jp/ir/topics/index.html）（以下「新聞等」という。）において公表します。な
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お、転換価額等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正

事項分が交付されます。また、転換価額等の決定に際し、転換価額及び転換価額の決定に伴い連動して訂正され

る事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公

表は行いません。

２　本社債に付された新株予約権の数

各本社債に付された本新株予約権の数は１個とし、合計5,000個の本新株予約権を発行する。

３　新株予約権行使の効力発生時期

本新株予約権の行使請求の効力は、行使請求に要する事項の通知が行使請求受付場所に到達した日に発生する。

本新株予約権の行使の効力が発生したときは、当該本新株予約権に係る本社債についての弁済期が到来するもの

とする。

４　株式の交付方法

当社は、本新株予約権の行使請求の効力発生後当該行使請求に係る本新株予約権者に対し、当該本新株予約権者

が指定する振替機関または口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより

株式を交付する。

５　単元株式数の定めの廃止等に伴う取扱

当社が当社普通株式について、一定の数の株式をもって株主が株主総会または種類株主総会において一個の議決

権を行使することができる一単元の株式とする旨の定めを廃止しまたは変更する場合等、前記「第１　募集要

項　１　新規発行新株予約権付社債（短期社債を除く。）」の規定中読み替えその他の措置が必要となる場合に

は、当社及び社債管理者が協議して必要な措置を講じる。
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２【新株予約権付社債の引受け及び新株予約権付社債管理の委託】

（１）【新株予約権付社債の引受け】

引受人の氏名又は名称 住所
引受金額
（百万円）

引受けの条件

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 3,300 １　引受人は、本新株予約権

付社債の全額につき連帯

して買取引受けを行いま

す。

２　引受手数料は支払われま

せん。ただし、一般募集

における価額（発行価

格）と発行価額との差額

（各社債の金額100円に

つき金2.5円）の総額は

引受人の手取金となりま

す。

みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 500

三菱ＵＦＪモルガン・スタ
ンレー証券株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目５番２号 400

岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番６号 400

丸三証券株式会社 東京都千代田区麹町三丁目３番６ 200

野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号 200

計 － 5,000 －

 

（２）【新株予約権付社債管理の委託】

社債管理者の名称 住所 委託の条件

株式会社横浜銀行 横浜市西区みなとみらい三丁目１番１号

１　社債管理者は、共同で本

新株予約権付社債の管理

を受託します。

２　本新株予約権付社債の社

債管理手数料について

は、社債管理者に期中に

おいて年間各社債の金額

100円につき金２銭を支

払うこととします。

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
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３【新規発行による手取金の使途】

（１）【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額（百万円） 発行諸費用の概算額（百万円） 差引手取概算額（百万円）

5,000 20 4,980

　（注）　引受手数料は支払われないため「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したものであります。また、

「発行諸費用の概算額」には消費税等は含まれておりません。

 

（２）【手取金の使途】

　上記差引手取概算額4,980百万円については、全額を平成28年３月までに当社の設備投資に充当する予定でありま

す。具体的には、平成26年４月までに1,085百万円を茨城県神栖市における保管設備の新設及び増強資金に、平成27

年12月までに800百万円を宮城県仙台市における保管設備の新設及び増強資金に、平成28年３月までに1,726百万円

を車両及び機械の購入資金に、平成27年３月までに1,033百万円を各施設の増改築資金、310百万円を情報ネット

ワークの強化（ソフトウェア等）に係る資金、26百万円を工具、器具及び備品の購入資金に充当する予定でありま

す。また、上記手取金は、実際の充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する予定であります。

　なお、後記「第三部　参照情報　第１　参照書類」に掲げた有価証券報告書に記載された重要な設備の新設等の

計画については、本有価証券届出書提出日（平成26年２月17日）現在（ただし、投資予定金額における既支払額は

平成26年１月31日現在）、以下のとおりとなっております。

会社名
事業所名

所在地
セグメント
の名称

必要性

投資予定金額

資金調達方法

着手及び完了予定
完成後の増加
能力総額

（百万円）
既支払額
（百万円）

着手 完了

当社
茨城県
神栖市

物流事業
保管設備の
増強

1,663 578
新株予約権付社
債発行資金

平成25年
９月

平成26年
４月

土地
18,131㎡

倉庫
12,669㎡

当社
福岡県
北九州市

物流事業
保管設備の
増強

1,000 － 自己資金
平成28年
４月

平成29年
３月

倉庫
13,200㎡

当社
宮城県
仙台市

物流事業
保管設備の
増強

1,300 －
新株予約権付社
債発行資金およ
び自己資金

平成26年
11月

平成27年
12月

土地
23,362㎡

倉庫
9,900㎡

当社
グループ

東京都
足立区

物流事業
保管設備の
増強

1,500 －
自己資金および
借入金

平成27年
６月

平成28年
６月

倉庫
13,287㎡

当社
グループ

岡山県
倉敷市他

物流事業
保管設備の
増強

1,000 －
自己資金および
借入金

平成28年
８月

平成29年
８月

倉庫
13,200㎡

当社
グループ

神奈川県
横浜市他

物流事業
事業用建物
の増築等

2,007 274
自己資金および
新株予約権付社
債発行資金

平成25年
４月

平成28年
３月

建物・構築物
の増設購入

当社
グループ

神奈川県
横浜市他

物流事業
輸送荷役能
力の確保

3,102 645
自己資金および
新株予約権付社
債発行資金

平成25年
４月

平成28年
３月

車両・機械の
増車購入

当社
グループ

神奈川県
横浜市他

物流事業
事務荷役能
力の確保

56 15
自己資金および
新株予約権付社
債発行資金

平成25年
４月

平成28年
３月

工具・器具・
備品の購入

当社
グループ

神奈川県
横浜市他

物流事業
３ＰＬシス
テムの向上

1,060 150
自己資金および
新株予約権付社
債発行資金

平成25年
４月

平成28年
３月

情報ネット
ワークの強化

計 － － － 12,688 1,662 － － － －

　（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

第２【売出要項】
 

　該当事項はありません。
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】
 

１　オーバーパー（額面超過）での募集について

　本新株予約権付社債の募集については、発行価額（各社債の金額100円につき金100円）にて引受人は買取引受けを行

い、当該発行価額と異なる価額（発行価格、各社債の金額100円につき金102.5円）で一般募集を行います。

　本新株予約権付社債を償還期限まで保有した場合または前記「第１　募集要項　１　新規発行新株予約権付社債（短期

社債を除く。）」の「償還の方法」欄第２項第(3)号により期中償還請求による償還がなされる場合の償還金額は各社債の

金額100円につき金100円となりますので、償還金額は発行価格（各社債の金額100円につき金102.5円）を下回ることにな

ります。また、前記「第１　募集要項　１　新規発行新株予約権付社債（短期社債を除く。）」の「償還の方法」欄第２

項第(4)号乃至第(6)号により本新株予約権付社債の繰上償還がなされる場合にも、償還金額が発行価格を下回る場合があ

ります（期中償還請求による償還における償還金額については同欄第２項第(3)号を、繰上償還における償還金額について

は、同欄第２項第(4)号乃至第(6)号をご参照下さい。）。

　また、本新株予約権付社債に係る新株予約権の行使に際して出資される財産の価額につきましても、各社債の金額100円

につき金100円となりますので、かかる額は本新株予約権付社債の募集における発行価格を下回ることになります。

 

２　ロックアップについて

　当社はＳＭＢＣ日興証券株式会社に対して、転換価額等決定日に始まり、本新株予約権付社債の払込期日から起算して

180日目の日に終了する期間（以下「ロックアップ期間」という。）中は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社の事前の書面による

承諾を受けることなく、当社普通株式及び当社普通株式を取得する権利あるいは義務を有する有価証券の発行または売却

（株式分割及びストックオプション等に関わる発行もしくは交付並びに平成20年６月27日開催の当社定時株主総会におい

て承認され、平成23年６月29日開催の当社定時株主総会において継続することが承認された「当社株券等の大規模買付行

為に関する対応方針（買収防衛策）」に基づく新株予約権の無償割当てによる発行、当該無償割当てにより発行された新

株予約権の行使による当社普通株式の交付及び当該新株予約権の当社による取得に際して当該新株予約権の保有者に対し

て行われる当社普通株式の交付等を除く。）を行わない旨を合意しております。

　なお、上記の場合において、ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、その裁量で当該合意内容の一部もしくは全部につき解除

し、またはそのロックアップ期間を短縮する権限を有しております。

 

第３【第三者割当の場合の特記事項】
 

　該当事項はありません。
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第４【その他の記載事項】
 

　特に転換社債型新株予約権付社債発行届出目論見書に記載しようとする事項は次のとおりであります。

 

・表紙に当社のロゴマーク を記載いたします。

 

・表紙裏に以下の内容を記載いたします。

　今後、転換価額等が決定された場合は、転換価額及び転換価額の決定に伴い連動して訂正される事項（組織再編行為償

還金額及び基準配当金をいう。以下同じ。）について、目論見書の訂正事項分の交付に代え、転換価額等決定日の翌日付

の日本経済新聞及び転換価額等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のイ

ンターネット上の当社ウェブサイト（［URL］http://www.maruzenshowa.co.jp/ir/topics/index.html）（以下「新聞等」

という。）において公表します。なお、転換価額等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる

場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。また、転換価額等の決定に際し、転換価額及び転換価額の決定に伴い

連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等

による公表は行いません。
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・第一部　証券情報の直前に以下の内容を記載いたします。

 

（株価情報等）

１【株価、ＰＥＲ及び株式売買高の推移】

　平成23年２月14日から平成26年２月７日までの株式会社東京証券取引所における当社普通株式の株価、ＰＥＲ及び株式

売買高の推移（週単位）は以下のとおりであります。

 

　（注）１　・株価のグラフ中の１本の罫線は、週単位の始値、高値、安値、終値の４種類の株価を表しております。

・始値と終値の間は箱形、高値と安値の間は線で表しております。

・終値が始値より高い時は中を白ぬき、安い時は中黒で表しております。

２　ＰＥＲの算出は以下の算式によります。

 
ＰＥＲ（倍）＝

週末の終値

 １株当たり当期純利益（連結）

平成23年２月14日から平成23年３月31日については、平成22年３月期有価証券報告書の平成22年３月期の連結財

務諸表の１株当たり当期純利益を使用。

平成23年４月１日から平成24年３月31日については、平成23年３月期有価証券報告書の平成23年３月期の連結財

務諸表の１株当たり当期純利益を使用。

平成24年４月１日から平成25年３月31日については、平成24年３月期有価証券報告書の平成24年３月期の連結財

務諸表の１株当たり当期純利益を使用。

平成25年４月１日から平成26年２月７日については、平成25年３月期有価証券報告書の平成25年３月期の連結財

務諸表の１株当たり当期純利益を使用。

 

２【大量保有報告書等の提出状況】

　平成25年８月17日から平成26年２月７日までの間における当社株式に関する大量保有報告書等の提出はありません。
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第二部【公開買付けに関する情報】
 

　該当事項はありません。

 

第三部【参照情報】
 

第１【参照書類】
 

　会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第５条第１項第２号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照して

ください。

 

１【有価証券報告書及びその添付書類】

　事業年度第111期（自　平成24年４月１日　至　平成25年３月31日）　平成25年６月27日関東財務局長に提出

 

２【四半期報告書又は半期報告書】

　事業年度第112期第１四半期（自　平成25年４月１日　至　平成25年６月30日）　平成25年８月12日関東財務局長に提出

 

３【四半期報告書又は半期報告書】

　事業年度第112期第２四半期（自　平成25年７月１日　至　平成25年９月30日）　平成25年11月12日関東財務局長に提出

 

４【四半期報告書又は半期報告書】

　事業年度第112期第３四半期（自　平成25年10月１日　至　平成25年12月31日）　平成26年２月12日関東財務局長に提出

 

５【臨時報告書】

　１の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日（平成26年２月17日）までに、金融商品取引法第24条の５第４項

及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２に基づく臨時報告書を平成25年７月２日に関東財務局長

に提出

 

６【訂正報告書】

　訂正報告書（上記１　有価証券報告書の訂正報告書）を平成26年２月17日に関東財務局長に提出
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第２【参照書類の補完情報】
 

　上記に掲げた参照書類であります有価証券報告書、有価証券報告書の訂正報告書及び四半期報告書（以下「有価証券報告

書等」という。）に記載された「対処すべき課題」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本有価証券届出書提出

日（平成26年２月17日）までの間において変更すべき事項が生じております。下記の「対処すべき課題」は当該有価証券報

告書等に記載された内容を一括して記載したものであり、当該変更箇所については＿＿＿罫で示しております。また、当該

有価証券報告書等に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本有価証券届出書提出

日（平成26年２月17日）までの間において変更及び追加すべき事項は生じておりません。下記の「事業等のリスク」は当該

有価証券報告書等に記載された内容を一括して記載したものであります。

　なお、有価証券報告書等には、将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項については本有価証券届出書提出日

（平成26年２月17日）現在においてもその判断に変更はなく、また新たに記載する将来に関する事項もありません。

 

＜対処すべき課題＞

(1）当社グループの対処すべき課題

　今後のわが国経済は、新政権による経済再生に係る諸施策や復興需要による公共投資、日銀による大胆な金融緩和策

などにより緩やかな景気の回復が予想されますが、不安定な国際政治情勢や停滞する世界経済、さらに原油価格の高止

まりや慢性的な電力不足問題などにより引き続き予断を許さない状況が続くものと思われます。

　このような状況の下、当社グループといたしましては平成25年度を初年度とする３か年にわたる第五次中期経営計画

を策定し、４月から実施しております。本計画においては、当社グループのめざす姿を「グローバルな視点でサプライ

チェーンを最適化するロジスティクス・パートナー」として掲げ、激動の時代を迎えた物流市場において当社グループ

が永続的に成長するためには、「丸全らしさ」を維持しながらも企業体質を転換しなければならないと考えておりま

す。そのために、この環境の変化を踏まえた上で本計画のねらいを　１．新規事業領域への参入に向けた大型投資、戦

略的組織への改編、経営資源の強化分野へのシフト等による企業体質の変革　２．３ＰＬ（サードパーティーロジス

ティクス）事業とグローバル物流事業の拡大を柱に深耕営業の強化、Ｍ＆Ａによる新たな川下領域への参入　３．新た

な分野へ果敢に挑戦する気概あふれる人材集団を作り「現場力」「営業力」「管理力」を強化　４．安全、環境、コン

プライアンスに重点を置いたＣＳＲ経営の取り組みによる企業価値の向上　の四点としております。そしてこのねらい

に沿って、重点施策として　１．売上の拡大　２．人材の強化　３．企業基盤の強化　の三点を設定し、施策ごとに具

体的な取組課題を設けて推進する計画になっております。当社グループの全役員・社員が一丸となってこの第五次中期

経営計画の達成に向かって全力で取り組んでまいります。

(2）当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）について

　当社は、平成20年５月12日開催の当社取締役会において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に

関する基本方針（会社法施行規則第118条第３号に定義されるものをいい、以下「基本方針」といいます。）ならびに基

本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の決定が支配されることを防止するための取り組み（会社法

施行規則第118条第３号ロ(2)）の一つとして、「当社株券等の大規模買付行為に関する対応策」（以下「旧プラン」と

いいます。）を導入することに関する決議を行い、平成20年６月27日開催の当社第106回定時株主総会において旧プラン

の導入について株主の皆様のご承認をいただきました。当社では、株主共同の利益及び企業価値の維持・向上の観点か

ら、継続の是非も含めそのあり方について検討してまいりました。その結果、情勢の変化や平成20年６月30日に企業価

値研究会が公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」の内容等を踏まえ、旧プランを一部修正し

たうえで、当社の定款第16条の定めに基づき、平成23年６月29日開催の当社第109回定時株主総会において株主の皆様の

承認を頂き、継続することといたしました（以下、継続後の対応策を「本プラン」といいます。）。

Ⅰ．当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針の内容

　当社は、金融商品取引所に株式を上場している者として、市場における当社株式の自由な取引を尊重し、特定の者

による当社株式の大規模買付行為であっても、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資す

るものである限り、これを一概に否定するものではありません。また、最終的には株式の大規模買付提案に応じるか

どうかは株主の皆様の決定に委ねられるべきだと考えています。

　ただし、株式の大規模買付提案の中には、たとえばステークホルダーとの良好な関係を保ち続けることができない

可能性があるなど、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を損なうおそれのあるものや、当社グループの

価値を十分に反映しているとは言えないもの、あるいは株主の皆様が最終的な決定をされるために必要な情報が十分

に提供されないものもありえます。そのような大規模買付行為を行なう者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支

配する者として不適切であると考え、かかる提案に対して、当社取締役会は、株主の皆様から負託された者の責務と

して、株主の皆様のために、必要な時間や情報の確保、株式の大規模買付提案者との交渉などを行なう必要があると

考えております。

Ⅱ．基本方針の実現に資する特別な取組み
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　当社は、昭和６年創業の総合物流企業であり、社是である「熱と努力」の下、経営理念の第一義に「お客様第一主

義」を掲げ、国内外の関係会社や提携会社と一体となった物流ネットワークと最新のＩＴ技術を駆使した海・陸・空

にわたる複合一貫輸送に取組んでまいりました。

　このような当社及び当社グループの企業価値の源泉は、①　高度化する物流市場の多様なニーズに即応できるグ

ローバルな物流サービスの構築力と提案力、②　最新の物流施設、豊富な経験と高度な技術を兼ね備えた高品質な現

場力、③　物流は公益に深く関わった事業である事を自覚し、コンプライアンスを第一に、安全、環境、品質等、Ｃ

ＳＲへの取組み強化、にあると考えております。

　まず、①の物流サービスの構築力と提案力は、物流と情報の一元化を可能とする３ＰＬ（サードパーティ・ロジス

ティクス）システム（当社では、“マルゼンロジスティクスパートナー”の頭文字をとって“ＭＬＰシステム”と呼

称）をツールとして物流システムのオーダーメードを実現しお客様から高い評価を得ております。

　次に②の高品質な現場力では、お客様からお預かりする貨物の特性に精通した物流管理能力に優れた人財と個々の

作業に類まれな技術力を発揮する技術者を配置し、高品質な物流サービスを提供することにより長年に亘りお客様か

ら厚い信頼をいただいております。

　また、③のＣＳＲへの取組み強化では、内部統制システムの構築とともにＣＳＲ推進体制としてＣＳＲ推進会議

（議長：社長）を設置し、下部委員会としてコンプライアンス委員会、リスク管理委員会、個人情報保護管理委員

会、環境委員会、安全品質委員会を置き、ＣＳＲに関する整合性の取れた組織的な取組みにより社会的責任を全うで

きる企業体を構築しております。

　このような創業以来の当社及び当社グループの取組みの積み重ねが現在の企業価値の源泉となっております。当社

の企業文化の継続・発展を通して当社の社会的意義を高めることになり、結果として企業価値及び株主共同利益の最

大化に繋がるものと考えております。

Ⅲ．基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組

み

１．本プランの概要と目的

　当社取締役会は、当社株式等の大規模買付行為を行なおうとする者が遵守すべきルールを明確にし、株主の皆様

が適切な判断をするために必要かつ十分な情報及び時間、並びに大規模買付行為を行なおうとする者との交渉の機

会を確保するために、本プランを継続することといたしました。

　本プランは、以下の通り、当社株式等の大規模買付行為を行なおうとする者が遵守すべきルールを策定するとと

もに、一定の場合には当社が対抗措置をとることによって大規模買付行為を行なおうとする者に損害が発生する可

能性があることを明らかにし、これらを適切に開示することにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資

さない当社株式等の大規模買付行為を行なおうとする者に対して、警告を行なうものです。

　なお、本プランにおいては対抗措置の発動にあたって、当社取締役会がより適切な判断を下せるようにするた

め、独立委員会規程に従い、当社社外取締役、当社社外監査役、又は社外の有識者（実績のある会社経営者、官庁

出身者、弁護士、公認会計士若しくは学識経験者又はこれらに準じる者）で、当社の業務執行を行なう経営陣から

独立した者のみから構成される独立委員会（以下「独立委員会」といいます。）の勧告を尊重するとともに、株主

の皆様に適時に情報開示を行なうことにより透明性を確保することとしています。また、独立委員会の勧告がある

等一定の場合には、株主意思の確認手続きとして、株主意思確認総会における株主投票、又は書面投票のいずれか

を選択し実施することがあります。

　なお、当社は現時点において当社株式等の大規模買付行為に係る提案を受けているわけではありません。

２．本プランの内容

(1）本プランに係る手続き

①　対象となる大規模買付等

　本プランは以下の(ⅰ)又は(ⅱ)に該当する当社株式等の買付け又はこれに類似する行為（但し、当社取締役

会が承認したものを除きます。係る行為を、以下「大規模買付等」といいます。）がなされる場合を適用対象

とします。大規模買付等を行ない、又は行なおうとする者（以下「買付者等」といいます。）は、予め本プラ

ンに定められる手続きに従わなければならないものとします。

（ⅰ）当社が発行者である株式等について、保有者の株式等保有割合が20％以上となる買付け

（ⅱ）当社が発行者である株式等ついて、公開買付けに係る株式等の株式等所有割合及びその特別関係者の株

式等所有割合の合計が20％以上となる公開買付け

②　「意向表明書」の当社への事前提出

　買付者等におきましては、大規模買付等の実行に先立ち、当社取締役会に対して、当該買付者等が大規模買

付等に際して本プランに定める手続きを遵守する旨の誓約文言等を記載した書面（以下「意向表明書」といい

ます。）を当社の定める書式により日本語で提出していただきます。

③　「本必要情報」の提供
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　上記②の「意向表明書」をご提出いただいた場合には、買付者等におきましては、以下の手順に従い、当社

に対して、大規模買付等に対する株主の皆様のご判断のために必要かつ十分な情報（以下「本必要情報」とい

います。）を日本語で提供していただきます。

　まず、当社は、買付者等に対して、「意向表明書」を提出していただいた日から10営業日（初日不算入）以

内に、当初提出していただくべき情報を記載した「情報リスト」を上記②(ⅰ)(ホ)の国内連絡先に発送いたし

ますので、買付者等には、係る「情報リスト」に従って十分な情報を当社に提出していただきます。

　また、上記の「情報リスト」に従い買付者等から提供していただいた情報では、大規模買付等の内容及び態

様等に照らして、株主の皆様のご判断及び当社取締役会の評価・検討等のために不十分であると当社取締役会

及び独立委員会が合理的に判断する場合には、当社取締役会が別途請求する追加の情報を買付者等から提供し

ていただきます。

　但し、買付者等からの情報提供の迅速化と、取締役会が延々と情報提供を求めて情報提供期間を引き延ばす

等の恣意的な運用を避ける観点から、この情報提供期間の上限を意向表明書受領から60日間に限定し、仮に本

必要情報が十分に揃わない場合であっても、情報提供期間が満了したときは、その時点で直ちに「独立委員会

検討期間」（⑤にて後述します。）を開始するものとします（但し、買付者等から、合理的な理由に基づく延

長要請があった場合には、必要に応じて情報提供期間を延長することがあります。）。

④　取締役会評価期間の設定等

　当社取締役会は、情報提供完了通知を行なった後、大規模買付等の評価の難易度等に応じて、以下の(ⅰ)又

は(ⅱ)の期間（いずれも初日不算入）を、当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成及び代替案立案の

ための期間（以下「取締役会評価期間」といいます。）として設定します。

（ⅰ）対価を現金（円価）のみとする公開買付けによる当社全株式等を対象とする公開買付けの場合には最大

60日間

（ⅱ）その他の大規模買付等の場合には最大90日間

　但し、上記(ⅰ)(ⅱ)いずれにおいても、取締役会評価期間は評価・検討のために不十分であると当社取締役

会及び独立委員会が合理的に認める場合にのみ延長できるものとし、その場合は、具体的延長期間及び当該延

長期間が必要とされる理由を買付者等に通知するとともに株主の皆様に開示いたします。また、延長の期間は

最大30日間とします。

　当社取締役会は、取締役会評価期間内において、必要に応じて適宜外部専門家等の助言を得ながら、買付者

等から提供された本必要情報を十分に評価・検討し、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の観点か

ら、買付者等による大規模買付等の内容の検討等を行なうものとします。当社取締役会は、これらの検討等を

通じて、大規模買付等に関する当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、買付者等に通知するととも

に、適時かつ適切に株主の皆様に開示いたします。また、必要に応じて、買付者等との間で大規模買付等に関

する条件・方法について交渉し、更に、当社取締役会として、株主の皆様に代替案を提示することもありま

す。

　当社取締役会は、買付者等より意向表明書、本必要情報の提出を受け、取締役会評価期間開始と同時に、独

立委員会に対し、買収防衛策発動の是非について諮問します。なお、その際に買付者等より提出を受けた全て

の情報を独立委員会に提供いたします。

⑤　対抗措置の発動に関する独立委員会の勧告

　独立委員会は、取締役会評価期間内に、上記④の当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成及び代替

案立案と並行して、以下の手続きに従い、当社取締役会に対して対抗措置の発動の是非に関する勧告を行なう

ものとします。その際、独立委員会の判断が当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上に資するようにな

されることを確保するために、独立委員会は、当社の費用で、当社の業務執行を行なう経営陣から独立した第

三者（投資銀行、証券会社、フィナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の

専門家を含みます。）の助言を得ることができるものとします。なお、独立委員会が当社取締役会に対して以

下の(ⅰ)又は(ⅱ)に定める勧告をした場合には、当社取締役会は、当該勧告の事実とその概要その他当社取締

役会が適切と判断する事項について、速やかに情報開示いたします。

（ⅰ）買付者等が本プランに定める手続きを遵守しなかった場合

　独立委員会は、買付者等が上記②から④までに規定する手続きを遵守しなかった場合には、原則として

当社取締役会に対し対抗措置の発動を勧告します。

（ⅱ）買付者等が本プランに定める手続きを遵守した場合

　買付者等が上記②から④までに規定する手続きを遵守した場合には、独立委員会は、原則として当社取

締役会に対して対抗措置の不発動を勧告します。

⑥　取締役会の決議、株主意思の確認
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　当社取締役会は、上記⑤に定める独立委員会の勧告を踏まえて当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向

上という観点から速やかに対抗措置の発動又は不発動の決議を行なうものとします。

　なお、独立委員会が対抗措置の発動を勧告するに際して、事前に株主意思の確認を得る旨の意見を述べた場

合、当社取締役会は、株主意思確認総会における株主投票又は書面投票のいずれかの方法（以下「株主意思確

認総会等」といいます。）を選択し、対抗措置の発動に関する議案を付議することがあります。株主意思確認

総会は、定時株主総会又は臨時株主総会とあわせて開催する場合もあります。当社取締役会において株主意思

確認総会等の実施を決定した場合には、取締役会評価期間はその時点を以って満了するものとします。

　株主意思確認総会等を行なう場合、当社取締役会は、株主意思確認総会又は書面投票のいずれによって株主

意思の確認を行なうのかを決定した後に、投票権を行使できる株主を確定するための基準日（以下「投票基準

日」といいます。）を定め、これらの決定内容を速やかに情報開示します。なお、株主意思確認総会等の手続

きにおいて投票権を行使することができる株主は、投票基準日の最終の株主名簿に記録された株主とし、投票

権は議決権１個につき１個とします。また、投票基準日は、取締役会評価期間が満了した後、実務上可能な限

り最短の日とし、公告は投票基準日の２週間前までに行なうものとします。

　株主意思確認総会等において、対抗措置の発動に関する議案が可決された場合には、当社取締役会は当該株

主意思確認総会等における決定に従い、対抗措置の発動に関する決議を行ない、必要な手続きを行ないます。

一方、当該株主意思確認総会等において、対抗措置の発動に関する議案が否決された場合には、当社取締役会

は、対抗措置の不発動に関する決議を行ないます。

　当社取締役会は、上記の決議を行なった場合には、その内容が対抗措置の発動であるか不発動であるかを問

わず、当該決議の概要その他当社取締役会及び独立委員会が適切と判断する事項について、また株主意思確認

総会等を実施した場合には、投票結果その他当社取締役会及び独立委員会が適切と判断する事項について、速

やかに情報開示を行ないます。

⑦　対抗措置の中止又は発動の停止

　当社取締役会が上記⑥の手続きに従い対抗措置の発動を決議した後又は発動後においても、(ⅰ)買付者等が

大規模買付等を中止した場合又は(ⅱ)対抗措置を発動するか否かの判断の前提となった事実関係等に変動が生

じ、かつ、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から発動した対抗措置を維持することが

相当でないと考えられる状況に至った場合には、当社取締役会は、対抗措置の中止又は発動の停止を行なうも

のとします。

　当社取締役会は、上記決議を行なった場合、速やかに、当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断す

る事項について、情報開示を行ないます。

⑧　大規模買付等の開始

　買付者等は、上記①から⑥に規定する手続きを遵守するものとし、当社取締役会において対抗措置の発動又

は不発動の決議がなされるまでは大規模買付等を開始することはできないものとします。

(2）本プランにおける対抗措置の具体的内容

　当社取締役会が上記(1)⑥に記載の決議に基づき発動する対抗措置としては、新株予約権（以下「本新株予約

権」といいます。）の無償割当てを行なうこととします。

　当社取締役会は、対抗措置の発動を決議した後又は発動後においても、上記(1)⑦に記載の通り、対抗措置の中

止又は発動の停止を決定することがあります。例えば、対抗措置として当社取締役会が本新株予約権の無償割当

てを決議した場合において、買付者等が大規模買付等を中止し、当社取締役会が上記(1)⑦に記載の決議を行なっ

た場合には、本新株予約権の無償割当てについて設定した基準日に係る権利落ち日の前日までにおいては本新株

予約権の無償割当てを中止し、本新株予約権の無償割当ての効力発生日以後本新株予約権の行使期間の開始日の

前日までにおいては当社が無償で本新株予約権を取得する等の方法で、対抗措置の発動を停止することができる

ものとします。

(3）本プランの有効期間、廃止及び変更

　本プランの有効期間は、第109回定時株主総会において承認が得られましたので、当該有効期間を平成26年６月

開催予定の定時株主総会終結の時までとします。

　ただし、係る有効期間の満了前であっても、当社の株主総会において本プランの変更又は廃止の決議がなされ

た場合には、本プランは当該決議に従い、その時点で変更又は廃止されるものとします。また、当社の株主総会

で選任された取締役で構成される取締役会により本プランの廃止の決議がなされた場合には、本プランはその時

点で廃止されるものとします。

Ⅳ．上記Ⅱ及びⅢの取組みについての取締役会の判断及びその理由

　当社取締役会は、次の理由から上記Ⅱ及びⅢの取組みが上記Ⅰの基本方針に沿い、株主の共同の利益を損なうもの

でなく、また、当社の役員の地位の維持を目的とするものではないと判断しております。

(1）買収防衛策に関する指針の要件を全て充足していること
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　本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年５月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向

上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開

示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則）を全て充足しており、かつ、企業価値研究会が平成20年６月

30日に発表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」を踏まえております。

(2）当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の目的をもって継続導入されていること

　本プランは、上記１．に記載の通り、当社株式等に対する大規模買付等がなされた際に、当該大規模買付等に

応じるべきか否かを株主の皆様がご判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や期間

を確保し、株主の皆様のために買付者等と交渉を行なうこと等を可能とすることにより、当社の企業価値・株主

共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって継続導入されるものです。

(3）株主意思を重視するものであること

　本プランは、本定時株主総会において株主の皆様のご承認を得たうえで継続することとしており、上記２．(3)

に記載した通り、その後の当社株主総会において本プランの変更又は廃止の決議がなされた場合には、本プラン

も当該決議に従い変更又は廃止されることになります。従いまして、本プランの継続導入及び廃止には、株主の

皆様のご意思が十分反映される仕組みとなっています。

(4）合理的な客観的発動要件の設定

　本プランは、上記２．(1)に記載の通り、合理的かつ客観的な発動要件が充足されなければ発動されないように

設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しています。

(5）独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示

　本プランにおいては、当社取締役会がより適切な判断を下せるようにするため、対抗措置の発動等を含む本プ

ランの運用に関する決議及び勧告を客観的に行なう取締役会の諮問機関として独立委員会を設置します。

　独立委員会は、当社の業務執行を行なう経営陣から独立している、当社の社外取締役、社外監査役又は社外の

有識者（実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士若しくは学識経験者等）から選任される委員

３名以上により構成されます。また、当社は、必要に応じ独立委員会の判断の概要について株主の皆様に情報開

示を行なうこととし、当社の企業価値・株主共同の利益に資するよう本プランの透明な運営が行なわれる仕組み

を確保しています。

(6）デッドハンド型若しくはスローハンド型買収防衛策ではないこと

　上記２．(3)に記載の通り、本プランは、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により、い

つでも廃止することができるものとされております。従って、本プランは、デッドハンド型買収防衛策（取締役

会の構成員の過半数を交代させても、なお発動を阻止できない買収防衛策）ではありません。また、当社は期差

任期制を採用していないため、本プランはスローハンド型買収防衛策（取締役会の構成の交代を一度に行なうこ

とができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策）でもありません。

 

＜事業等のリスク＞

　有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性の

ある事項には、以下のようなものがあります。

　なお、文中における将来に関する事項は当連結会計年度末現在において当社が判断したものであります。

(1）価格競争

　当社グループが事業を展開している物流業界における価格競争は、生産拠点の海外への移転などによる国内貨物輸送

量の減少や、荷主企業による物流業務の集約に伴う競争の激化の影響により収受料金の低下が続き、たいへん厳しいも

のとなっております。

　当社グループでは、物流の一括元請業務である３ＰＬ（サードパーティ・ロジスティクス）事業に対応した新情報シ

ステムを構築し、高品質で高付加価値の物流サービスを提供することにより、物流業界での勝ち組をめざしております

が、将来においても有利に競争できるという保証はありません。将来的に価格面とサービス面で同業他社と競争できな

くなった場合に予想される顧客離れは、当社グループの業績と財政状況に影響を及ぼす可能性があります。

(2）原油価格の高騰

　当社グループが行っている事業の内、トラック運送に係る事業は主要事業のひとつでありますが、トラックの燃料で

ある軽油やタイヤの原材料であるナフサは、原油価格が高騰するとそれぞれの価格に転嫁される可能性が非常に高いも

のであります。軽油やタイヤの価格が高騰すると当社グループのコストも増大するため、トラック運賃への転嫁が進展

しない場合、原油価格の高騰は、当社グループの業績と財政状況に影響を及ぼす可能性があります。

(3）事故による影響

　当社グループは、安全衛生活動や品質管理活動等を通じ、「安全に対する“見える化”運動の推進」を行い、貨物事

故、車両事故、労災事故、金融、書類等に関する事故の撲滅をめざしておりますが、これらの活動により、あらゆる事

故がなくなり、また、将来にわたり事故が発生しなくなるという保証はありません。これらの予想される事故に対して
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は、各種の保険に加入しておりますが、全ての事故について最終的に負担する賠償額を全額カバーできるという保証は

ありません。多額な損害賠償を伴う事故は、保険の適用範囲でも保険料のアップによりコストが増加し、また、保険の

適用範囲を越えた賠償額については特別損失が発生します。さらに顧客の信頼を失墜し、それにより売上げが低下する

ことも予想されます。これらの事故の発生は、当社グループの業績と財政状況に影響を及ぼす可能性があります。

(4）環境規制の強化による影響

　当社グループが行っている事業の内、トラック運送に係わる法的規制として、ディーゼルトラックの排気ガス規制が

あります。オゾン層破壊による地球温暖化防止のため、ＮＯｘ・ＰＭ法が施行され、特定地域において国の定める規制

値をクリアしていないトラック・バス等は使用期限が定められ、この期限以降は使用が認められないため、最新規制適

合車への代替促進をはからなければなりません。この規制値は年々厳しくなり、トラックメーカーもエンジン開発費用

を車両代に転嫁するため、車両購入費用が上昇し、輸送原価のコスト高を招いております。当社グループにおける最新

規制適合車への代替は、通常の車両代替時期にあわせ、対応しておりますが、規制がさらに厳しくなると、早期の車両

代替を行うことにより、一層の車両購入費用の増加を招くことが予想されます。車両購入費用の増加分をトラック運賃

に転嫁できない場合、当社グループの業績と財政状況に影響を及ぼす可能性があります。

(5）情報システム関連

　当社グループで主に利用するサーバ及びホストコンピュータの災害対策やセキュリティ対策やノンストップサービス

などは、適切な設備と機能を有するアウトソーシングセンターで運営されております。然しながら、予想外の災害、あ

るいはコンピュータウイルスの感染や外部からの不正な侵入などによるデータの喪失・改ざん・漏洩が生じた場合は、

その影響度により、システムやサービスの一部を停止することがあります。それにより顧客から信頼性を問われる事態

となった場合、当社グループの業績と財政状況に影響を及ぼす可能性があります。

(6）法的規制

　当社グループは、定款の目的に定める事業を遂行するうえでさまざまな法的規制を受けております。当社グループ

は、取締役社長が議長を務めるＣＳＲ推進会議が管轄するコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス経営を

重要政策の一つとして取組んでおりますが、法的規制により営業活動等の一部に制限が加えられた場合、または、法令

違反が発生した場合、処罰等により、当社グループの業績と財政状況に影響を及ぼす可能性があります。

(7）固定資産の価値

　当社グループが保有している固定資産について、時価の下落・収益性の低下等に伴い資産価値が低下した場合、当社

グループの業績と財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

(8）その他の主な変動要因

　上記の他、当社グループでは、地震、台風、津波、または火山活動等の自然災害や、火災、紛争、暴動、テロ等の人

的災害により設備の損害や給水、電力供給の制限等の不測の事態が発正する場合、また、新型インフルエンザ等の感染

症の流行、株式市場や債券市場の大幅な変動等により、当社グループの業績と財政状況に影響を及ぼす可能性がありま

す。

 

第３【参照書類を縦覧に供している場所】
 

丸全昭和運輸株式会社本店

（横浜市中区南仲通二丁目15番地）

株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

 

第四部【提出会社の保証会社等の情報】
 

　該当事項はありません。

 

第五部【特別情報】
 

　該当事項はありません。
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